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１．はじめに―請求手続きの流れー

時期 流れ 作業内容

提供月 １.サービスの提供 利用者にサービスを提供します。
サービス提供の都度，「東海村障害者等日中一時支援事業実績記
録表」（紙媒体）に実績を記録してください。

２.実績記録表の確認 提供月の最終利用後に「東海村障害者等日中一時支援事業実績
記録表」（紙媒体）の記載内容に誤りや不備がないか，利用者に確
認してください。

請求月
（翌月）

１５日まで

３.請求関係ファイルの作成 サービス提供時に使用した「東海村障害者等日中一時支援事業実
績記録表」（紙媒体）の内容をExcel「東海村日中一時請求関係
ファイル」の実績記録表に入力してください。
また，利用者に実績記録表の確認を得た日をExcel「東海村日中
一時請求関係ファイル」の明細書に入力してください。

４.請求関係ファイルの
データ提出
提供月の翌月15日（必着）

３で作成したExcel「東海村日中一時請求関係ファイル」を電子申
請システムで提出してください。

１

サービス提供時に使用する実績記録表の様式はExcel「東海村日中一時請求関係ファイル」にあります
が，事業所情報入力シート及び利用者情報入力シートをあらかじめ入力の上，利用者名入りの実績記
録表を印刷して使用するとスムーズです。



１．はじめに―請求に必要な書類について―

• 請求に必要な書類は以下の３点になります。

①の「東海村障害者等日中一時支援事業実績記録表」については，原本の提出は不要
です。

サービス提供時に使用した実績記録表（紙媒体）は事業所にて１０年間保管してくださ
い。請求内容の確認のために原本の提出を求める場合がありますので，適切に管理し
てください。

提出書類 提出形式 提出方法

①東海村障害者等日中一時支援事業実績記録表（第７号様式）

電子データ 電子申請②東海村障害者等日中一時支援事業請求明細書

③東海村障害者等日中一時支援事業委託料請求書

①～③の書類はExcel「東海村日中一時請求関係ファイル」より作成してください。

Excel「東海村日中一時請求関係ファイル」は東海村ホームページに掲載しているの
で，お使いのパソコンにダウンロードしてください。

２

東海村 日中一時支援事業 検索



２．請求関係ファイルの作成 ー事業所情報入力シートの作成－

事業所情報入力シートに事業所の情報を入力してください。

入力する際には，東海村に届け出た「事業所登録申請書」の内容に合わせてください。

３

代表者職名：法人の代表者の職名
代表者名：法人の代表者名
となります。



２．請求関係ファイルの作成 ー利用者情報入力シートの作成－

①利用者情報入力シートに利用者の情報を入力してください。

②利用者情報入力シートにサービス提供年月及び請求年月を入力してください。

③作成する年月において，請求のある利用者のみ，請求有無欄に「１」を入れてください。

※②と③を変更することで，次月以降も引き続き利用できます。

４



２．請求関係ファイルの作成 ー実績記録表の作成－

サービス提供時に使用した，「東海村障害者等日中一時支援事業利用実績記録表」（紙媒体）の内容を
実績記録表（Excel）に入力してください。

記載方法については，「例」をあらかじめご確認ください。

５

利用者情報シートの利用者No.と
同じ番号のシート名にて実績表を
作成します。



２．請求関係ファイルの作成 ー明細書の作成－

①各シートにて必要事項の入力を終えたら自動表示されますので内容をご確認ください。

②利用者確認欄に，提供月の最終利用後に利用者に実績記録表の確認を得た日を事業所にて入力し
てください。

６

（例）４月提供における実績記録確
認日が２７日→“４/２７”



２．請求関係ファイルの作成 ー請求書の作成－

①各シートにて必要事項の入力を終えたら自動表示されますので内容をご確認ください。

②黄色のセルについて入力してください。

７

日付の入力をしてください。

口座情報を入力してください。

請求書の押印廃止に伴い，発行
責任者の記載が必要となります
ので，必ず入力してください。



２．請求関係ファイルの作成 ーファイル名の設定・保存－

請求関係ファイルに下記の指定どおり名前を付けて保存してください。

※「ファイル」→「名前を付けて保存」→任意の保存先を選択→ファイル名を入力→「保存」

８

ファイル名
「東海村日中一時請求関係ファイル（提供年月_請求月_事業所番号）.ｘｌｓｘ」

（例）提供年月：令和７年４月，請求年月：令和７年５月，事業所番号：0834100000

→「東海村日中一時請求関係ファイル（202504_05_0834100000）. ｘｌｓｘ」
※半角数字でご入力ください。
※提供年月，請求月，事業所番号の間はアンダーバー（_)が入ります。

ｗ



３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出①－

＜いばらき電子申請・届出サービス【東海村】＞

「東海村日中一時請求関係ファイル提出フォーム」

https://s-kantan.jp/vill-tokai-ibaraki-
u/offer/offerList_initDisplay.action

９

指定のファイル名を付けて保存したExcel「東海村日中一時請求関係ファイル」を電子申請システム

を使用し提出してください。

（提出締切：提供月の翌月１５日必着）

・データの提出は原則電子申請のみとなります。

※不要なシートを削除するなどの加工をせずにそのまま提出してください。

https://s-kantan.jp/vill-tokai-ibaraki-u/offer/offerList_initDisplay.action


３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出②－

１０

【提出方法】

①前ページ記載のＵＲＬから，いばらき電子申請・届出システムにアクセスしてください。

②最初に以下の画面が出ますので，検索キーワードに「日中一時」と入力します。



３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出②－

１１

【提出方法】

「東海村日中一時請求関係ファイル提出フォーム」の表示がされますので，ク
リックします。



３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出④－

１２

【提出方法】―「利用登録せずに申し込む方はこちら」を選択した場合

①手続き申込画面に移ります。

②利用規約を確認のうえ，「同意する」をクリックします。



３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出⑤－

１３

【提出方法】―「利用者登録せずに申込む方はこちら」を選択した場合

メール認証画面が出ますので，入力フォームURL案内や修正依頼等の受信
が可能なメールアドレスを入力し，完了ボタンを押してください。



３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出⑥－

１４

①認証メールに添付されているURLをクリックすると，申込画面になります。
②必須事項を入力し，Excel「東海村日中一時請求関係ファイル」を添付してください。



３．請求関係書類の提出ー請求関係ファイルのデータ提出⑦－

１５

①確認へ進むを押し，入力確認をした上で送信することで提出完了となります。

②申込み完了メールが届くので確認してください。



４．その他ー訂正及び再提出について－

１６

●データを送付後事業所側で入力誤りがあることに気づいた場合

まずは総合相談支援課へ連絡してください。連絡後，電子申請システムの申込み照会から「修正す
る」を行い「東海村日中一時請求関係ファイル」を再度ご提出ください。

●実績記録表について
事業所保管の「実績記録表」（紙媒体）についても，訂正箇所に手書きで二重線を引き，正しい内容
を記入し，必ず訂正印を押して保管してください。

ステータスが「処理待ち」
であれば，事業所側で内容
修正することができます。



４．その他ー提出後の注意点－

１７

・提出済みのExcel「東海村日中一時請求関係ファイル」について，修正が発生する可能性があるこ
とから，支払いが確認できるまでの間はデータを消去せず保存してください。

・日中一時請求関係ファイルの受付が完了すると，「【東海村】日中一時申込み完了のお知らせ」メー
ルが届きます。その後，村による修正等がなければ「【東海村】日中一時申込み受理のお知らせ」メー
ルが，登録したメールに届きます。

・この受理のお知らせメールをもって，日中一時請求関係ファイルの受付が正常に処理されたことに
なります。

・「【東海村】申込み完了のお知らせ」メールは，あくまで受付が完了したものになります。届いた請求
関係ファイルを村が確認した結果，不備が生じた場合には，「返却」となります。毎月２５日頃までに
メールでご連絡しますので必ずメールを確認してください。



４．その他ー修正及び再提出について－

１８

・請求内容に不備等があった場合は,申請受理されず返却となります。その際には毎月２５日頃までに
メールでご連絡しますので，必ずメールをご確認いただき，速やかに再提出をお願いします。

・返却された場合は，「【東海村】日中一時申込み完了のお知らせ」メールに記載のある，整理番号及び
パスワードで申込照会ができます。そちらから内容の修正を行い，再度送付してください。

※「再申込する」ではなく，「修正する」を押してください。



４．その他ー訂正及び再提出について－

１９

入力誤りがあった箇所の修
正をおこないます。請求関係
ファイルの修正があった場
合は，添付データを削除し，
再度修正後のデータを添付
してください。



４．その他ーお問い合わせ先－

２０

請求手続き方法について本マニュアルを確認した上で，不明点等は下記までメール
にてお問い合わせください。

【問合せ先】

東海村福祉部 総合相談支援課 障がい福祉担当

Email：syougaifukushi@vill.tokai.ibaraki.jp

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松２００5

東海村総合福祉センター「絆」内

TEL：029-287-2525

FAX：029-282-3538


